
1 使用状況及び無線局数

我が国の電波の使用状況1
●我が国の周波数帯ごとの主な用途と電波の特徴
周波数は、国際電気通信連合（ITU）憲章に規定する無線通信規則により、世界を3つの地域に分け、周波数帯
ごとに業務の種別等を定めた国際分配が規定されている。
国際分配を基に、電波法に基づき、無線局の免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数、
業務の種別、目的、条件等を「周波数割当計画＊1」として定めている。同計画の制定及び変更に当たっては、電波
監理審議会への諮問が行われている。
我が国の周波数帯ごとの主な用途と特徴は、（図表3-3-1-1）のとおりである。
図表3-3-1-1 զ͕ࠃͷपଳ͝ͱͷओͳ༻్ͱిͷಛ
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पଳ  ಛ
波 ��ʙ���LN 地表面にԊってΘりいࢁをӽえる͜と͕できる。また、ਫ中でΘるため、ւఈ探査に応用できる。
波 �ʙ��LN ඇৗにԕ͘までΘる͜と͕できる。電波時ܭ等に時ؒとप波数ඪ४を知Βͤるためのඪ४प波数局に利用͞Εている。
中波 ���ʙ����N ���LNのߴにܗ͞Εる電のEに反射してΘる͜と͕できる。ओにϥジΦ放送用として利用͞Εている。

波 ��ʙ���N ���ʙ���LNのߴにܗ͞Εる電の'に反射して、地表との反射を܁りฦしな͕Β地ٿのཪଆまでΘってい͘͜と͕
できる。ԕ༸のધഫ通信、国ࡍ線航空ػ用の通信、国ࡍ放送ٴͼΞϚνϡΞ無線に広͘利用͞Εている。

波 �ʙ��N ਐੑ͕͋り、電で反射しに͘いੑ࣭͋る͕、ࢁやݐのӄに͋るఔ回りࠐΜでΘる͜と͕できる。防ࡂ無線や消防無
線などଟछଟ様なҠ動通信に෯広͘利用͞Εている。

波ۃ ��cNʙ�N 波にൺてਐੑ͕ߋに͘ڧなる͕、ଟগのࢁやݐのӄには回りࠐΜでΘる͜とできる。ܞଳ電をॳめとしたଟछଟ様
なҠ動通信システムを中৺に、σジタルテϨϏ放送、空ߓ監視Ϩーμーや電ࢠϨンジ等に෯広͘利用͞Εている。

ϚイΫϩ波 �ʙ��cN ਐੑ͕ڧいੑ࣭をͭ࣋ため、特定のํにけて発射するのに適している。ओにݻ定の中ܧ回線、Ӵ通信、Ӵ放送や無線
LANに利用͞Εている。

ϛϦ波 �NNʙ��NN
ϚイΫϩ波と同様にڧいਐੑ͕͋り、ඇৗにେきなใྔを送する͜と͕できる͕、ѱఱީ時にはӍやໄによるӨڹを͘ڧ受け
て͋まりԕ͘へΘる͜と͕できない。͜のため、ൺֱ的ڑの無線ΞΫセス通信や画૾送システム、؆қ無線、ࣗ動車িಥ防
止Ϩーμー等に利用͞Εているଞ、電波ԕڸによるఱจ؍ଌ͕行ΘΕている。

サϒϛϦ波 ���NNʙ�NN ޫにۙいੑ࣭を࣋った電波。通信用としては΄とΜど利用͞Εていない͕、Ұํでは、ϛϦ波と同様に電波ԕڸによるఱจ؍ଌ͕
行ΘΕている。

第3節 電波の利用動向

＊1	 周波数割当計画：http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/freq/search/share/index.htm
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無線局2
●我が国の無線局数は2006年以降、一貫して増加傾向
2018年度末における無線局数（PHSや無線LAN端末等の免許を要しない無線局を除く）は、2億5,101万局

（対前年度比7.1%増）、うち携帯電話端末等の陸上移動局は2億4,748万局（対前年度比7.1%増）となっており、
総無線局数に占める携帯電話端末等の陸上移動局の割合は、98.6%と高い水準になっている。また、簡易無線局
についても125万局（対前年度比5.6%増）に増加している（図表3-3-1-2）。

●我が国の通信サービスに利用している静止衛星と非静止衛星
通信衛星には、静止衛星及び非静止衛星があり、広域性、同報性、耐災害性等の特長を生かして、企業内回線、
地上回線の利用が困難な山間地・離島との通信、船舶・航空機等に対する移動衛星通信サービスのほか、非常災害
時の通信手段確保等に活用されている。なお、通信衛星には、衛星放送（CS放送）にも用いられているものもあ
る。

図表3-3-1-2 ແઢہͷਪҠ
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˞�　্Ҡ動局ɿ্をҠ動中ຢはͦの特定しない地に停止中運用する無線局（ܞଳ電等）。
˞�　؆қ無線局ɿ؆қな無線通信を行う無線局。
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ア　静止衛星
赤道上高度約3万6,000kmの軌道を地球の自
転と同期して回るため、地上からは静止してい
るように見える。高度が高いため3基の衛星で極
地域を除く地球全体をカバーすることが可能で、
固定衛星通信及び移動衛星通信に用いられてい
る。衛星までの距離が遠いため、伝送遅延が大
きく、また、端末側も大出力が必要となるため、
小型化が難しい面がある（図表3-3-1-3）。

イ　非静止衛星
非静止衛星は、静止軌道以外の軌道を周回す
るもので、一般に静止軌道よりも低い高度を周
回している。静止軌道では困難な高緯度地方の
通信に適している。このため、静止衛星に比べ
て伝送遅延が小さく、また、衛星までの距離が
近いため、端末の出力も小さくて済み、小型化
や携帯化が可能であり、主に移動衛星通信に用いられている。一方、衛星は、上空を短時間で移動してしまうた
め、通信可能時間を確保するため、また、広域をカバーするためには、多数の衛星の同時運用が必要となる（図表
3-3-1-4）。

電波監視による重要無線通信妨害等の排除2
●2018年度の重要無線通信妨害の申告件数は412件。不法無線局の措置件数は1,344件
電波の混信・妨害の排除とともに電波利用環境を良好に維持するため、全国11箇所の総合通信局等の職員が、
全国の主要都市の鉄塔やビルの屋上等に設置したセンサ局施設や不法無線局探索車等により、消防・救急無線、航
空・海上無線、携帯電話等の重要無線通信を妨害する電波の発射源の探査、不法無線局の取締り等のほか、電波の
適正な利用を広めるための周知啓発活動を行っている（図表3-3-2-1）。

図表3-3-1-4 զ͕͕ࠃ௨৴αʔϏεͱͯ͠ར༻தͷओͳඇ੩ࢭӴ（����）
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˞�　+$SA5-ٴ��ͼ*S-��は同ҰӴ。また、+$SA5-�AٴͼN-S5AR-d同ҰӴ
˞�　 ̞ ҹは、ओとしてҠ動通信用に用͞ΕているӴ。˔ҹは、Ӵ放送に用͞

ΕているӴ。
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重要無線通信の妨害については、2010年度から妨害の申告に対する24時間受付体制により、その迅速な排除
に取り組んでいる。また、短波帯電波監視や宇宙電波監視についても国際電気通信連合（ITU）に登録した国際電
波監視施設としてその役割を担っている。
2018年度の混信・妨害申告等の件数は1,813件で、前年度に比べ436件減（19.4％減）となっている。このう
ち重要無線通信妨害の件数は412件で、前年度に比べ110件減（21.1％減）であり、2018年度の混信・妨害申告
の措置件数＊2は1,946件となっている（図表3-3-2-2）。
また、2018年度の不法無線局の出現件数は4,694件で、前年度に比べ76件減（1.6％減）となっている。
2018年度の措置件数＊2は1,344件で、前年度に比べ124件減（8.4％減）であり、内訳は告発208件（措置件

数全体の15.5％）、指導1,136件（措置件数全体の84.5％）となっている（図表3-3-2-3）。

図表3-3-2-1 DEURASγεςϜ֓ཁ

　総務省では、正しいルールに則って電波を適正に利用できるようにするため、重要無線通信等の無線局の運用を妨害したり、
放送の受信に障害を与えるなど電波の利用環境を乱す不法無線局等の電波の発射源を探知する施設として「DEURAS」を整備し、
電波の監視業務を実施している。

[ DEURASの運用イメージ]

② 不法・違反無線局対策① 重要無線通信妨害対策

（DEURAS＝DEtect Unlicensed RAdio Stations）
電波監視業務の実施と電波監視システム（DEURAS）

発射源推定地へ出動

申告

発射源の特定

DEURASにより
発射源の推定

（複数のセンサ局を
総合通信局等で集中制御）

重要無線通信妨害の発生

妨害電波の発射停止を命令
（告発または行政処分等の措置）

不法無線局探索車等による調査

不法無線局探索車

DEURASセンタ局

DEURASセンサ局

消防・救急・航空無線等の重要無線通信への混信・妨害に対す
る申告対応や、国家的行事、外国要人の来日時における放送や
警察無線等への意図的な妨害事案への迅速な対処等で活用

不法・違反無線局の電波の発射源の特定等で活用

DEURAS-D（センタ局表示画面）

通信・妨害

不法無線局

センタ局
（総合通信局）
DEURAS-D

不法無線局探索者
（DEURAS-M）

DEURAS-Mの表示画面
（センタ局と同様の画面表示）

広域LAN回線等

広域LAN回線等

広域LAN回線等

センサ局 センサ局

センサ局

＊2	 措置件数については前年度からの未措置分を含む。
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図表3-3-2-2 ແઢہͷࠞ৴ŋਃ݅ࠂٴͼાஔ݅ͷਪҠ
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図表3-3-2-3 ෆ๏ແઢہͷग़݅ݱٴͼાஔ݅ͷਪҠ
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